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様式第１号 
 

西宮市立子育て総合センター親子サロン業務提案者募集要項 
 

西宮市立子育て総合センター親子サロン業務に係る 
公募型プロポーザル方式事業者選定審査委員会 

１ 概要 

（１） 件名 

西宮市立子育て総合センター親子サロン業務 

（２） 目的 

西宮市立子育て総合センターにおいて市が実施している親子サロン業務（週７日

間）のうち、日曜日および月曜日について、民間事業者の持つ知識・経験・アイデ

アを生かした業務を実施するため、公募型プロポーザル方式によりその能力・意欲

を持った事業者を選定するものである。 

（３） 業務内容 

別紙「西宮市立子育て総合センター親子サロン業務仕様書」のとおり 

（４） 選定方式 

公募型プロポーザル方式により提案書を求め、提案内容、提案価格、プレゼンテ

ーション等の評価基準をもとに評価・審査し、受託候補者を選定する。 

（５） 履行期間・実施日 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの日曜日および月曜日 

ただし、１２月２９日から１月３日までの間および国民の祝日に関する法律第３条

における休日を除く。 

（６） 契約について 

プロポーザルの結果は、令和５年度から令和７年度末まで有効とするが、契約は

単年度毎とし、令和５年度についても当初予算が成立することを前提に進めており、

同予算が成立した場合に、契約を締結する。 

また、令和６年度及び７年度の契約は、前年度の業務の履行状況から問題がない

と判断された場合、該当年度の予算成立後、毎年度契約を締結することができる。

ただし、大幅に業務内容が変わる場合には、再度プロポーザルを行う可能性がある。 

（７） 提案限度額 

３年間総額 12,276,000 円を上限とする。 

ただし、令和５年度分においては 4,026,000 円、令和６年度分は 4,092,000 円、令

和７年度分は 4,158,000 円を上限とする。第２種社会福祉事業に該当するため消費

税非課税。 
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それぞれの年度の予算が本市議会で議決された場合にのみ契約締結するものであり、

上記金額については参考値とする。 

（８） 支払方法 

毎月業務完了後翌月に均等払いとする。 

 

２ 参加資格要件 

  プロポーザル方式への参加を希望する者は、次に掲げる資格要件を満たさなければな

らない。ただし、プロポーザル方式へ参加する者が契約締結までの間に、以下の参加資

格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 
（１） 西宮市から指名停止を現に受けていない者であること。 

（２） 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（３） 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない

こと。 

（４） 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない

こと。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第

２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（６） 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。 

（７） 法人税（法人以外は所得税）、消費税、地方消費税に未納がある者（国税通則法第

46 条等により納税の猶予や換価の猶予を受けている者を除く）でないこと。 

（８） 過去５年以内に、１年以上の期間にわたり乳幼児の子育てに関する相談、支援、情

報提供業務を実施した実績を有していること。 

（９） 充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有していること。 

（１０） 個人情報の保護について、関係法令を遵守し、西宮市における取扱いに準じた措置

を講じることができること。 

（１１） 本市の指示に柔軟に対応できること。 
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３ 全体スケジュール 

項 目 日 程 備 考 

① 募集開始 令和４年９月１２日（月） 
市ホームページには９月９

日から情報掲載 

様式第１号 

② 仕様書等に対する質問受付締切 令和４年９月２２日（木） 様式第２号 

③ 質問に対する回答（予定） 令和４年１０月５日（水） 様式第３号 

④ 参加申込書等の提出期限 令和４年１０月１１日（火） 様式第４～７号他 

⑤ 提案書等の提出期限 令和４年１０月１７日（月） 様式第８号他 

⑥ 一次審査（予定） 
令和４年１０月１８日（火） 

～１１月７日（月） 
 

⑦ 一次審査結果送付（予定） 令和４年１１月８日（火） 様式第１０号 

⑧ 二次審査 令和４年１１月１５日（火）  

⑨ 内定結果通知（予定） 令和４年１１月中 様式第１１～１２号 

⑩ 契約締結手続き（予定） 令和５年２月以降  

 
４ 質問等の受付 

仕様書等の内容について質問がある場合は、質問書（様式第２号）を以下の期間に

下記の問合せ先まで電子メールで提出すること。また、電子メールの題名は必ず「【親

子サロン業務質問：（貴社名）】」とすることとし、送信後に西宮市立子育て総合センタ

ーまで電話連絡（平日９時～１７時３０分）を入れること。 

 

（１） 提出期間 

令和４年９月１２日（月）９時～２２日（木）１７時３０分 

※提出期間外では一切受け付けない。 

 

（２） 回答方法 

令和４年１０月５日（水）頃、市ホームページ（本プロポーザル掲載ページ内）に

て公表する。 

 

※本業務の運営マニュアルの配布を希望する場合は、電子メールにて、令和４年１０月７

日（金）１７時３０分までに申し出ること。電子メールの題名は「【親子サロン業務運営

マニュアル希望：（貴社名）】」とすることとし、本文に担当者名及び連絡先を記載の上、

送信後に西宮市立子育て総合センターまで電話連絡（平日９時～１７時３０分）を入れ

ること。２開庁日内を目途に電子メールにて希望者に送付する。 
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５ 参加申込について（参加申込書等の提出） 
本業務のプロポーザルへの参加を希望する場合は、下記の書類を西宮市立子育て総合セ

ンター宛に郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、書留郵便等の記録が残る方

法で提出すること。事故等による未着について本市は一切の責任を負わない。 
（１） 提出書類 

提出書類 様式 提出部数および注意事項 

① 参加申込書 様式第４号 １部 

② 会社（団体）概要 様式第５号 １部 

③ 業務実施実績 様式第６号 ５部（参加希望者名なし４部＋ 

参加希望者名あり１部） 

④ 委任状 様式第７号 参加申込み・企画提案に際し代理人をおく

場合に限る 

１部 

西宮市指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者については、以下⑤～⑨につい

ても提出すること。⑤～⑨については、原本の写し（コピー）も可とする。 

⑤履歴事項全部証明書（登記簿謄本の写し、

発行後３ヵ月以内のもの） 

参加希望者が法人の場合に限る 

１部 

⑥履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本の写

し、発行後３か月以内のもの） 

参加希望者が法人以外で商号登記をしてい

る場合に限る 

１部 

⑦身分証明書 （本籍地の区市町村長が発行す

るもので、発行後３か月以内のもの。任意

団体にあっては、代表者のものとし、併せ

て規約の写し等も提出すること。） 

上記の履歴事項全部証明書がいずれも提出

対象でない場合に限る 

１部 

禁治産宣告、準禁治産宣告、後見の登記、

破産宣告の通知を受けていないことを証明 

⑧納税証明書（未納税額のない証明、税務署

に請求。発行後３ヶ月以内のもの。 

法人は様式「その３の３」（税目：法人税、

消費税及び地方消費税）。 

法人以外は（任意団体は代表者の）様式「そ

の３の２」（税目：所得税、消費税及び地方

消費税）。） 

１部 

 

⑨財務諸表（直前決算（１年分）のもの。法

人、個人については貸借対照表及び損益計

算書（個人についてはなければ確定申告書

でも可）、任意団体においては収支計算書。） 

１部 
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（２） 提出期間 

令和４年１０月１１日（火）１７時３０分必着 

受付時間：９時～１７時３０分 

※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 

６ 提案書等の作成及び提出 

本業務のプロポーザルへの参加を希望する場合は、下記の書類を西宮市立子育て総合セ

ンター宛に郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、書留郵便等の記録が残る方

法で提出すること。事故等による未着について本市は一切の責任を負わない。 

 

（１） 提出書類 

提出書類 様式 提出部数 

① 提案書 様式任意 ５部 

（提案者名なし４部＋提案者名あり１部） 

② 機能要件一覧表 仕様書別紙 １部 

③ 見積書 様式第８号 １部 

④ その他提案書に記載さ

れている関連資料 

様式任意 ５部 

（提案者名なし４部＋提案者名あり１部） 

 

（２） 提出書類の作成要領及び注意点 

ア．この提案は別途提供する「西宮市立子育て総合センター親子サロン業務仕様書」

等（「以下「仕様書等」という。）に基づくものであること。 

イ．提案書は原則としてＡ４版横書き（縦置き横綴り）とし、提案書が４０ページを

超える場合（表紙及び目次を除く）は、提案書とは別に内容の概要版を作成するこ

と。また、表紙及び目次を除いて、通し番号（ページ番号）を付すること。 

ウ．基本的には、提案書をプレゼンテーションにおける資料とする。 

  エ．いずれの書類も支障のない範囲で両面印刷としても構わない。 

  オ．提出書類で提案者名を抜いたものについては、提案者名を「●●」とするなど、

提案者が特定されないように作成すること。 
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（３）提案書に記載する項目 

  提案書の記載項目は、下記のとおりとし、順番も下記のとおり変更しないこと。 

項目 提案書記載事項 

１ 基本方針 

① 基本方針 
仕様書の内容を踏まえ、本業務を実施する上での基本方針、考え方

等を記載すること 

２ 業務の実施方針 

① 
想定する利用者の特性につ 

いて 

想定する利用者の特性およびニーズついて、どのように想定し、ど

のように対応するかを記載すること 

② 
利用者間の相互交流の促進

について 

利用者が相互交流を促進するために、どのような取り組みを実施す

るかを記載すること 

③ 子供の遊び・運動について 子供の遊び・運動について、提案できることがあれば記載すること 

④ 利用者からの相談について 
利用者の抱える子育てに関する不安や悩みについて、どのようなこ

とを想定し、どのような方針で対応するかを記載すること 

⑤ 
利用者への情報提供につい 

て 

利用者への情報提供業務にあたり、必要とされる知識および方針に

ついてどのように想定しているかを記載すること 

３ 人員配置 

① 人員配置計画 人員・現場責任者の配置についての方針・計画を記載すること 

４ 研修計画 

① 実施前研修 本業務開始前における研修について、方針・計画を記載すること 

② 本市からの引継ぎ 
本業務の開始にあたり、本市からの引継ぎにおける役割分担につい

て考え方を記載すること 

③ 導入後研修 
本業務実施開始後における従事者に対する研修について、方針・計

画を記載すること 

５ 安全管理・衛生管理 

① 
サロン室の安全管理につい 

て 

利用者がサロン室を安全に利用できるよう、どのような対策を施す

かの方針・計画を記載すること 

② 
災害・緊急時における対応に 

ついて 

災害時・緊急時における利用者・スタッフの安全確保に対する方針・

計画を記載すること 

 

③ 衛生管理について 
サロン室内の衛生管理についての方針・計画を記載すること 
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６ 法令遵守等 

① 法令遵守等について 

児童福祉法における地域子育て支援拠点事業の目的、労働基準法等

各種関係法令の目的、及び個人情報の保護についての考え方を記載

すること 

７ その他独自提案 

① 自由提案 
上記項目以外で、本業務の目的及び利用者の満足度向上に資する独

自の提案があれば記載すること（複数でも可） 

 
（４）見積書（様式第８号） 

令和５年４月から令和８年３月までの間の業務に係る費用を、それぞれの年度ご

とに明示すること。 
ただし，１（７）提案限度額の範囲内とすること。 

 

（５）提出期間 

提出期限 令和４年１０月１７日（月）必着 

受付時間：９時～１７時３０分 

※土日祝及び受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 

 
（６）その他の留意事項 

ア．一応募者につき一提案とする。 
イ．提出に要する諸費用は全て提出者の負担とする。 
ウ．提出書類の著作権は、提出者に帰属する。 
エ．提出書類の提出後は、市から指示した場合を除き、差し替え及び追加等は原則認

めない。 
オ．提出書類は返却しない。 
カ．提出書類は原則非公開とするが、西宮市情報公開条例に基づき公開の対象となる

場合がある。 
キ．契約にあたっては、本市が定めた業務委託契約書を使用することとする。業務委

託契約書の書式は本市のホームページ（http://www.nishi.or.jp）の「事業者向け情

報>入札・契約>5 入札・契約に関する規則・要綱・基準等>契約書（契約約款）・

特約・誓約書>業務委託契約書（契約約款）特約含む」で閲覧できるので、事前に

記載内容を確認しておくこと。 
ク．契約にあたっては、原則として契約保証金（契約金額の１００分の５以上）の納

付が必要となる。 
  

http://www.nishi.or.jp
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７ 審査及び選考等 

（１）審査の流れ 

ア．一次審査（書類審査） 

提出書類から、参加資格要件等の確認を行う。参加資格要件等を確認できた者

が５者を超えた場合は、原則として、提出書類の内容を評価基準により審査し、

上位５者を二次審査の対象者として選考する。５者以下の場合は、全者を二次審

査の対象者とする。 

 

イ．二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

一次審査を通過した提案者によるプレゼンテーションを行い、審査委員会によ

って審査する。 

 

（２）審査項目と評価対象 

審査項目 評価対象 配点 

機能要件 機能要件一覧表 ２０ 

基本要件 参加申込書、会社（団体）概要、業務実施実績 １０ 

価格 見積書 １０ 

総合評価 提案書、プレゼンテーション（二次審査時） ６０ 

合   計 １００ 

 

（３）審査方法及び選定結果 

ア．審査委員会は本市職員で構成する。 

イ．各種要件及び価格に関する評価点、提出書類及びヒアリング等により審査・算出

した総合評価の評価点により合計評価点を算出する。 

ウ．評価点の合計が最も高い提案者を契約候補者とする。 

エ．最高評価点を獲得した提案者が複数いた場合は、審査委員会の議決により選定す

る。 

オ．選定結果については、全ての提案者に対して合否を問わず個別に文書又は電子メ

ールで通知する。 

カ．合計評価点の得点率が６０％以上となる提案者がいない場合は、審査委員により

再度選定方法を協議する。 

※上記ウ、エ、カは二次審査についてのみ。 

 

（４）失効及び無効 

以下のいずれかに該当する場合は、選定の前後を問わず失格とする。 

なお、その内容によっては指名停止措置を行うことがある。 
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ア．提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合 

イ．提案額が、限度額を超えている場合 

ウ．提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ．審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があった場合 

オ．機能要件一覧表の必須項目で対応可でない項目があった場合 

 

８ 契約相手方としての取扱い 

審査により選定された業者は内定者となる。その後、細部について協議・調整を行い、

契約を締結することとなる。 

 

９ 提案募集に関する問合せ先及び各種書類の提出先 

  西宮市立子育て総合センター 担当：福島、奥山 

  〒662-0853 西宮市津田町３番４０号 ２階事務室 

  ＴＥＬ：0798-39-1521 

  e-mail：vo_kosodate@nishi.or.jp 

mailto:vo_kosodate@nishi.or.jp

